
令和 6年（2024 年）3月 22 日 

社 会 福 祉 審 議 会 

児童福祉専門分科会資料 

青 少 年 若 者 課 

 

子ども・若者育成支援センターの愛称決定について（報告） 

 

１ 報告趣旨 

   子ども・若者育成支援センターの愛称が公募により決定したため報告する。 

 

２ 報告内容 

（１）決定した愛称 はちビバ 

（２）使用例    はちビバ浅川、はちビバ松が谷鹿島分館 

（３）使用開始日  令和６年（2024 年）４月１日 

 

３ 決定理由 

   八王子の「遊び場、居場所」とイタリア語などで「生きていることを祝う」といった

意味の言葉「viva（ビバ）」を組み合わせたもので、「八王子の子ども・若者の生き方を

尊重し、その成長をまちのみんなで喜び合えるように」といった願いや、「子どもの遊

び場、居場所、活動の場になってほしい」という想いを込められる愛称になるため。 

 

４ 愛称の募集及び選定経過 

（１）応募数  

489 件（令和５年 11 月 15 日～12 月５日にＷＥＢ及び各施設にて受付） 

（２）選定方法 

 公募の中学生～20 歳代の子ども・若者 11 名が、応募案の中から 12 件の候補

を選定後、市長及び子ども・若者が出席した会議にて「はちビバ」に決定した。 

 

５ 周知方法 

広報はちおうじ４月１日号、市のホームページ、各子ども・若者育成支援センターの

お知らせチラシ等により周知予定 
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令和６年（2024年）３月 22日 

 

八王子市長 初宿 和夫 様 

 

八王子市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会 

児童福祉施設等認可部会 部会長 石田健太郎 

 

 

乳幼児期の教育・保育に関する方針について（答申案） 

 

 

八王子市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童福祉施設等認可部会あてに、下記事

項について諮問を受けました。以来、わたしたちは、約８か月間、計８回にわたって、諮問の背

景にある国の子ども施策の動向や少子化・共働き世帯の今後の推移、本市の乳幼児期にお

ける教育・保育の状況について情報収集を行い、集中的かつ慎重に審議を重ねてきました。

このたび、私たちは、別添のとおり意見を取りまとめましたので答申します。 

 

 

記 

 

 

１ 諮問及び答申事項 

 

乳幼児期の教育・保育に関する方針について 

 

 

 

  



乳幼児期の教育・保育に関する方針について（答申案） 

 

○  八王子市の子どもを取り巻く環境は、少子化の進展や共働き世帯の増加、待機児童の

偏在といった様々な要因に影響を受けながら、今後も変化していくことが見込まれます。

そのため、将来の変化を見据えた乳幼児期における教育・保育に関する方針の策定は、

「みんなで育てる みんなが育つ わたしたちがミライにつなぐ はちおうじ」の実現のため

に、欠かせない重要な取り組みの一つと言えます。 

 

○  これまで本市の乳幼児期における教育・保育に関する中心的な社会課題の一つであ

った「働きながら子育てできる環境の整備」については、教育・保育施設の整備を進める

ことで一定の成果（保育所の待機児童問題の解消）を得ることができました。 

また、希望するすべての家庭が、安心して子どもを預けて働くことができるよう、多様

な教育・保育（一時保育、病児・病後児保育、夜間保育に加えて、医療的ケア児の受け入

れなど）の提供にも取り組んできたところです。 

 

○  その一方で、本市の中心市街地やニュータウン、山地や丘陵地など、それぞれの顔を

もつ市域ごとに、保育ニーズは異なっています。そのため、地域ごとの潜在的な保育ニ

ーズに留意しながら、今後も待機児童が生じないよう、教育・保育施設における量の見

込みを把握し、提供量（定員）の確保に努めてください。 

また、教育・保育施設は、妊娠、出産、育児を通して、保護者の支援を行う施設である

とともに、今後ますます増えていくであろう「共働き・共育て」を支える、地域社会になく

てはならない公共的な社会基盤（インフラストラクチャー、社会資源、拠点）です。子ども

を育てることによる「諦め」を強いることがないよう、保護者の就労形態や就労状況に関

わらず入園でき、教育・保育を子どもに提供すること（保護者が子育てしながら安心して

働くことができる労働環境の整備）ができるように努めてください。 

 

○  多様な教育・保育の提供にあたっては、つぎの点に留意してください。 

 

① 地域のサステナビリティ 

将来世代に負担を残さない持続可能な発展のために、提供量の適切な管理・調整に

努めてください。民間の教育・保育施設による提供量（定員設定など）については、適切

な管理・調整を行うための公正な基準を検討してください。その際には、事業者の意向

を踏まえつつ、市域の実情に応じて、柔軟に定員変更を行うことができるよう努めてくだ

さい。 

また、公立保育園による提供量（定員設定など）については、これまでも市域の実情に

応じて、定員の縮小を行ってきたところです。しかし、乳幼児期にふさわしい生活や遊び

を園の先生や多様な仲間との関係の中で積み重ねていくことで見られるようになる「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」を育むためには、次の段階に進む必要がありま

す。公立保育園の再編を進めるための慎重な検討を実施してください。 



 

再編にあたっては、乳幼児期の教育・保育から、小学校教育への滑らかなつながり

が、重要です。そのためには、令和４年（2022年）12 月に策定された「市立小・中学校

再編基本方針」でも挙げられている、施設の老朽化に応じた整備方法を検討するととも

に、地域の拠点づくりや各種公共施設との複合化といった点を考慮し、取り組んでくだ

さい。また、教育委員会との十分に統合された取り組みや幼児教育・保育センターの機

能を十全に発揮し幼児教育推進体制の強化のため、幼児教育・保育アドバイザーを統

括・支援するための、幼児教育担当を配置することが適当です。 

 

② 「こどもまんなか」のデザイン思考 

児童虐待防止など、様々な教育・保育の課題について、子どもの視点や子育てをして

いる人の目線で解決し、より良い状態に変えるため、民間の教育・保育施設との共創的

な取り組みの支援に努めてください。その際には、教育・保育施設の在籍児童数や空き

定員の状況を踏まえ、事業者と行政、市民が対話を通して共に考え、創造していく姿勢

をこれまで通り継続してください。 

 

新たに創造される具体的な取り組みとしては、空きスペースを活用した、こども誰でも

通園制度や未就園の子ども・保護者などのための地域における居場所づくり、児童発達

支援事業、放課後児童クラブの実施など、「地域における公益的な取り組み」を前提とし

た多機能化を挙げることができるでしょう。 

 

また、本市で育つすべての子どもが、将来に渡って幸せな状態（ウェルビーイング）で

過ごすことができるよう、市は、教育・保育施設（独自の魅力ある保育を行う小規模保育

や病児・病後時保育、夜間保育、医療的ケア児の保育などの取り組みを含む）が安定的

に存続できるよう、必要な支援を行うことに努めてください。 

 

なお、子ども一人ひとりの発達や家庭の状況にふさわしい選択の機会を確保するた

め、市や事業者は、教育・保育施設に関する情報（保育見学や保育参加を含む）につい

て、ホームページやデータベースを活用し、わかりやすく情報提供するとともに積極的な

情報発信に努めてください。 

 

③ 未来をひらく良質な教育・保育 

これまでも本市では、公立保育園における教育・保育の質の向上に取り組むため「乳

幼児すくすくてくてくガイドライン（八王子市乳幼児期の教育・保育の質に関する指針）」

を策定するとともに、「子どもと保育者との関係性の中で、子ども自身が主体として豊か

に生きていくことを支える環境や経験」を質の具体的な内容として、その実施に取り組ん

できました。 

また、「八王子市幼児教育・保育施設における子どもの安全・安心マニュアル」や「園



外活動交通安全ハンドブック」を独自に定めることで、教育・保育施設における重篤な事

故を未然に防ぐための取り組みを行ってきました。このほかにも園内での不適切な保育

（性暴力を含む）の発生防止や家庭における不適切な養育（疑いを含む）があった場合

についても、市内の教育・保育施設における支援手順と介入基準を統一することで、す

べての子どもが、自然と共生した安全で快適な環境において、安心して健やかに成長す

ることができるよう、市全体における乳幼児期の教育・保育の質の向上により一層取り

組むことが、必要です。 

 

教育・保育の質の向上を図る上では、現場で働く職員が、安心して働き続けることが

できる労働環境が、何より重要となります。処遇改善はもちろん、休憩時間や保育の準

備時間、研修時間などに充てることができるノンコンタクトタイムの確保等の適切な労務

管理を行うことができるよう、国や東京都を上回る職員配置や設備運営基準を定めるよ

う努めてください。こうした、教育・保育の質の向上のためには、保育の見える化とスマ

ート化（園運営や事務負担の軽減、事故やトラブルを未然に防ぐためのAi や IoT、スマ

ートセンシング機器、映像データの活用など）に取り組むことも大切です。 

 

なお、公立保育園の再編にあたっては、これら「質」の視点から求められるプラットフォ

ームビルダーとしての役割にも十分留意する必要があります。さらに、教育委員会や幼

児教育・保育センター、児童発達支援センター、子育て世代包括支援センター、子ども家

庭支援センター等と連携して、相談支援やソーシャルワーク機能、アウトリーチ機能など

を充実できるよう、努めてください。 

 

すでに取り組まれている幼児教育・保育アドバイザーや巡回発達相談支援員につい

ては、一人ひとりの子どもの発達に即した支援や保護者に寄り添った支援を行うため、

巡回の頻度を増加できるような体制の確保（児童発達支援センターの機能強化や発達

支援にかかわる専門性の強化）を行うよう努めてください。 

 

最後に、本市における未来をひらく良質な教育・保育の質の保証ための手立てとして

の公開保育や映像を活用した保育のふりかえりを、すべての教育・保育施設が実施でき

るよう、市は、必要な措置を行うとともに支援を行ってください。これらの実施に際して

は、優劣を決めたり、ランクを付けたりするような「評価」の視点ではなく、保育の中で幼

児の姿がどのように変容しているかを捉えながら、そのような姿が生み出されてきた

様々な状況について検討し、自らが取り組む日々の保育を、よりよいものに改善するた

めの手掛かりとしての「評価」という視点が、大切です。各園の方針を尊重し、保育者同

士の交流や研修、小学校の教師との交流や研修、地域住民との交流促進など、相互理

解や学び合いを通した教育・保育の質の保証とその向上を図ることで、本市のすべての

子どものウェルビーイングを実現することを願います。 

 

 

 



○  以上、地域全体で子育てを支えるともに、切れ目のない質の高い教育を通して、未来

を担う子どもの「生きる力」を育むことや、多様な学びの機会を創出し、誰もが働きやす

く、社会参加できる環境を整えることで、一人ひとりの「自己実現力」を育むという、「未

来の八王子」の姿に向け、今の私たちが、未来のみんなが心の豊かさを感じられるよう、

力を合わせて取り組んでいくために、上記のとおり乳幼児期の教育・保育に関する方針

を定めます。 

本答申について、市は十分検討の上、活用されるとともに、当部会の考えを尊重され

るよう期待します。 

 

＜参考資料＞ 

 八王子市「八王子未来デザイン２０４０（八王子市基本構想・基本計画）」 

 八王子市「ビジョンすくすくてくてくはちおうじ（八王子市子ども・若者育成支援計画）」 

 八王子市「乳幼児すくすくてくてくガイドライン」 

 八王子市「八王子市幼児教育・保育施設における子どもの安全・安心マニュアル」 

 八王子市「園外活動交通安全ハンドブック」 

 八王子市「八王子市教育・保育施設における誤嚥事故検証報告書」 

 八王子市「市立小・中学校再編基本方針」 

 八王子市「保・幼・小連携の推進に関するガイドライン」 

 八王子市「医療的ケア児の保育所等受け入れガイドライン」 

 こども家庭庁「子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議

報告書」 

 こども家庭庁こども家庭審議会「今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と

重要事項等」 

 こども家庭庁こども家庭審議会「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（は

じめの 100 か月の育ちビジョン）」 

 こども家庭庁こども家庭審議会「こども大綱」 

 文部科学省「幼稚園教育要領」 

 厚生労働省「保育所保育指針」 

 内閣府・文部科学省・厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

 文部科学省「指導と評価に生かす記録」 

 文部科学省「幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開」 

 文部科学省「幼児理解に基づいた評価」 

 厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 

 厚生労働省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会取りまとめ」 

 

＜附属資料＞ 

 委員名簿 

 審議経過 

 基礎データ資料（地域別教育・保育施設の状況） 

 用語集 
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令和５年度第６回児童福祉専門分科会

次期子ども・若者育成支援計画の概要
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（１）社会情勢の変化

社会情勢の
変化による課題

1. 感染症等の流行時や災害時にもつながり続ける施設運営
や支援方法

2. 人口減少（労働力の減少）・少子化の進展
⇒経済・社会機能維持の危機

3. DXの推進・マイナンバーカードの普及による利便性の
向上と活用の拡大

4. ヤングケアラーの認知度向上とニーズに合わせた支援

5. 増加する不登校児への対応

新たな法律や
法改正
国や都の動き
など

令和４年６月 児童福祉法の改正（国）

令和5年4月 こども基本法の施行・こども家庭庁の発足（国）

令和５年10月 第二子以降の0～2歳児の保育料無償化（都）

令和５年12月 こども未来戦略の策定（国）

令和６年２月 こども未来アクション2024の策定（都）

１ 現行計画の成果や課題

⇒国や東京都は、「こどもまんなか社会」や「チルドレンファースト」
の社会の実現を掲げ、こども政策の強化・加速化を展開
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（２）現行計画の主な成果

１ 現行計画の概要

指標 策定時
（平成30年度）

中間目標値
（令和４年度）

現状値
（令和４年度）

保育施設・幼稚園における
「保・幼・小連携の日」の実施率

71.9％ 80.0％ 82.2％

赤ちゃん訪問事業の訪問率 93.9％ 95.0％ 101.2％※

学童保育所の待機児童数 215人 22人 0人

子ども食堂などの実施する団体数 21団体 30団体 43団体

児童扶養手当受給者のうち、
養育費を受け取っている割合

15.8％ 16.2％ 20.3％

「若者なんでも相談窓口」における
利用件数

（開設前） 1,000件 2,706件

（主な成果）
・令和２年７月 若者総合相談センターの開設
・令和２年10月 幼児教育・保育センターの設置
・令和４年５月 子どもの生活実態調査の実施
・令和５年４月 高校生世代等への医療費助成の開始
・令和５年10月 児童館を子ども・若者育成支援センターへ改正

※転入者等のため、訪問数が出生数を上回ったことにより100％を超えている。
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（３）現行計画の主な課題

１ 現行計画の概要

（課題）※児童福祉専門分科会からの意見も含む

・コロナ禍により、施設や支援の利用控えがあり、制度の再構築が必要に。
・人口減少に伴う労働力不足により適切な支援体制を組めなかった。
・市内各地域でも人口増減に差があり、保育所待機児童も偏在している。
・マイナンバーカードの活用を始めとしたDXの推進による利便性の向上。
・ヤングケアラーの顕在化や不登校児の増加など、新たな課題への対応。

指標 策定時
（平成30年度）

中間目標値
（令和４年度）

現状値
（令和４年度）

保育所待機児童の数 26人 0人 17人

妊婦面談実施率 79.9％ 95％以上 88.1％

子ども家庭支援ネットワーク
中学校区分科会の開催校数

35校 全37校 34校

巡回発達相談の実施件数 300件 322件 289件

八王子若者サポートステーション
進路決定者数

42人 60人 38人
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（1）計画期間

令和７年度（2024年度）～11年度（2028年度）の５年間

２ 基本的な考え方

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

八王子未来デザイン2040

子ども・若者育成支援計画 第２期子ども・若者育成支援計画

第３期地域福祉計画

教育振興基本計画

障害者計画・第６期障害福祉計
画・第２期障害児福祉計画

今回改定

八王子ビジョン20２２

第４期地域福祉計画

第３期保健医療計画 健康医療計画

障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画
障害者計
画ほか

次期教育振興基本計画
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（２）計画改定の基本的な考え方

２ 基本的な考え方

ア 現行計画の基本理念を継承する

• これまでの理念や取組は、こども基本法や上位計画（八王子未来デザ
イン2040、第４期地域福祉計画）の方向性と一致しているため、継承
しつつ、上位計画の重点テーマやキーワード等の視点を取り入れ、さ
らに発展させる。

現行計画の基本理念

みんなで育てる みんなが育つ
わたしたちがミライにつなぐ はちおうじ

【これまでの理念の思い】
市全体・地域全体で
子ども・若者を育てることで、
家庭も地域も一緒に
育っていく

八王子未来デザイン2040

【重点テーマ】
未来の主役づくり
未来のつながりづくり
未来に続く都市づくり

第４期地域福祉計画 【キーワード】
つながる地域で つなげる未来
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（２）計画改定の基本的な考え方

２ 基本的な考え方

イ 包含する計画の追加・修正等

• 改定する計画は、こども基本法に対応した「市町村こども計画」に位
置付ける。

• これまで包含していた母子保健計画を、新たに規定された成育基本
法に基づく「成育医療等に関する計画」（母子保健、子ども・若者に関
する部分）に変更する。
※子ども・若者育成支援計画では主に母子保健及び子ども・若者の成育医療に関する事項を、健
康医療計画の第５章では全体的な事項を示している。

• 次世代育成対策推進法が令和７年度末に失効予定であるため、国の
動向を注視する。延長される場合は、計画に包含する。
※現時点で国の対応は未定。
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参考１ 包含する計画

計画名 概要 対象 根拠法等

こども計画【★】
国のこども大綱及び都道府県こども計画を
勘案し、こども施策について定めた総合的・
一体的な計画。

こども（心身の発
達の過程にある
者）

こども基本法

子ども・子育て
支援事業計画

計画期間（５年間）における幼児期の学校教
育・保育・地域の子育て支援についての需給
計画。【法定計画】

子ども・子育て
家庭

子ども・子育て
支援法

ひとり親家庭
自立促進計画

ひとり親家庭の生活の安定と向上のための
施策を総合的かつ計画的に展開するための
計画。

ひとり親家庭
母子及び父子
並びに寡婦
福祉法

成育医療等＊に
関する計画【★】
（母子保健、子ども・
若者に関する部分）

必要な成育医療等を切れ目なく提供するた
めの施策を総合的に推進する計画。
※成育課程：おとなになるまでの一連の成長
過程

成育課程にある
ものとその家庭、
及び妊産婦

成育基本法

【★】今回新たに包含する計画

＊「成育医療等」とは、妊娠、出産、育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括
的に捉えて適切に対応する医療、保健、これらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいう。
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参考２ 包含する計画に関する変更点①

こども計画

「子ども・若者計画」と「子どもの貧困対策計画」に記載されている事項は、 新た

に規定された「こども計画」と一体として作成することができることとなった。

計画名 概要 対象 根拠法

こども計画
国のこども大綱及び都道府県こども計画を勘案
し、こども施策について定めた総合的・一体的な
計画。

こども（心身の発達
の過程にある者）

こども基本法

子ども・若者計画
子ども・若者の健やかな成長と自立を目指し、
施策を総合的・体系的に推進することを目的に
した計画。

子ども・若者
子ども・若者育
成支援推進法

子どもの貧困
対策計画

子どもの貧困対策を総合的に推進する計画。
貧困の状況にある
子ども・子育て家庭

子どもの貧困対
策の推進に関す
る法律

子ども・若者計画

子どもの貧困対策計画
こども計画

一体化・新設
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次世代育成法に基づく市町村行動計画

根拠法である「次世代育成支援対策推進法（時限法）」が、令和７年（2025年）３月

31日で失効予定であるが、期限延長等の情報について、国の動向を注視していく。
※現時点で国の対応は未定。

参考２ 包含する計画に関する変更点②

母子保健計画を成育医療等に関する計画（母子保健、子ども・若者に関する部分）に変更

母子保健を含む成育医療等の提供に関する施策については、健康医療計画と本
計画により実施する。両計画は緊密な連携により事業や施策の整合を図る。

計画名 概要 対象 根拠法等

市町村行動計画 次世代育成支援に係る目標を定めた行動計画。
子ども・子育て家
庭

次世代育成支援
対策推進法

母子保健計画
地域の母子の健康や生活環境の向上を図るため
の体制の確立や、効果的な母子保健施策を推進
する計画。

妊産婦と乳幼児 健やか親子21

成育医療等に関す
る計画（母子保健、
子ども・若者分野）

必要な成育医療等を切れ目なく提供するための
施策を総合的に推進する計画。
※成育課程：おとなになるまでの一連の成長過程

成育課程にある者
及びその保護者並
びに妊産婦

成育基本法

※本計画と健康医療計画の第５章に示している。
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参考３ 包含する計画と法律等の関係

こども計画【一体化・新】

子ども・子育て支援事業計画

ひとり親家庭自立促進計画

成育医療等に関する計画【新】
（母子保健、子ども・若者に関
する部分）

こども基本法

子ども若者育成支援推進法

子どもの貧困対策の推進に関する法律

子ども・子育て支援法

母子及び父子並びに寡婦福祉法

成育基本法

東京都こども基本条例

東京都子ども・子育て支援総合計画

東京都子供・若者計画

勘案・対応

勘案・対応

八王子市子ども・若者育成支援計画 国の法律等

東京都の条例や計画
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（２）計画改定の基本的な考え方

２ 基本的な考え方

「子ども・若者にやさしいまち」「子育てしやすいまち」「子ども・若者が夢と希望
を持ってあるけるまち」を実現するため、子ども・若者に関する市の方向性を示す。

ウ 基本的な方向性
社会情勢による主な課題
・人口減少（労働力の減少）、少子化の進展
・DXの推進、マイナンバーカードの普及による利便性の向上と活用の拡大 など

八王子市の主な課題
・市内各地域でも人口増減に差があり、保育所待機児童も偏在
・顕在化したヤングケアラーや不登校児の増加など、新たな課題への対応 など

方
向
性

子ども・若者の意見を聴き、施策に反映する仕組みづくり。

コロナ禍による格差の拡大を受け、子どもたちの体験の場の充実や情報が行
きにくい家庭への情報発信を充実させる。

幼児教育・保育施設の定員の適正化とともに、多様な保育ニーズや子どもた
ちの特性に応じた幼児教育・保育施設の質の向上に取り組む。

母子保健と児童福祉の一体的なサポートを目指したこども家庭センターの設
置により、児童虐待の予防的支援の強化と早期発見・早期対応を進める。

つながりの希薄化による若者の孤立や孤独に対する支援の強化。

の
推
進

DX
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（２）計画改定の基本的な考え方

２ 基本的な考え方

エ 計画の対象範囲

 これまで取り組んできた切れ目ない支援を継続するため、引き

続き0～30歳未満の子ども・若者と妊婦、及びその家庭を対象

とした計画とする。

 就労支援についてもこれまでどおり40歳未満を対象とする。
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妊娠期 乳幼児期 義務教育
40歳30歳

こども計画

18歳

ひとり親家庭自立促進計画

青年期
ポスト
青年期

15歳

若者

子ども妊婦

保護者・家庭

子ども・子育て支援事業計画

参考４ 対象者の定義と各計画の対象範囲

対象者の定義

各計画の対象範囲

成育医療等に関する計画（母子保健、子ども・若者に関する部分）
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（３）策定体制

社会福祉審議会八王子市

児童福祉専門分科会

・重点施策の検討
・素案（案）の審議 など

庁内検討会

①施策の検討
②素案（案）の作成

⑥答申や子どもたちの意見を反映
し、 素案を作成

幹事会

・施策の検討
・素案（案）及び素案の作成

③諮問

④答申

⑧次期子ども・若者育成支援計画の策定

⑦パブリックコメントの実施

⑤市民意見 • 子どもたちの意見発表

• 子ども、若者、子育て世帯

のニーズ調査

• 子ども・若者との意見交換

２ 基本的な考え方
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（４）策定スケジュール

２ 基本的な考え方

令和5年度
（2023年度）

令和６年度（2024年度）

2月 3月 4月 ～ 7月 ～ 10月 11月 12月 1月 2月 3月

策定過程
（庁内検討会）

社会福祉審議
会による検討

政策会議

議会報告

素
案
付
議

基
本
的
な
考
え
方

常
任
委
員
会

（
素
案
報
告
）

議
員
配
布

素案検討・策定

パブ
コメ

最終案策定

公

表

会議開催・内容検討
答
申



資料５ 次期計画策定のスケジュール（予定） 

開催日 予定会議 会議室 時間 主な議題 

４月 26 日（金） 

社福審全体会 
議会棟３階 

全員協議会室 
午後１時 30 分

～２時 30 分 
委員の委嘱式 

第１回分科会 802 会議室 
午後２時 30 分

～４時 30 分 
会長・副会長の選任、オリエンテーションなど 

５月 17 日（金） 第２回分科会 801 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 

令和５年度実績及び現行計画の点検・評価 

（基本方針４・１） 

５月 31 日（金） 第３回分科会 801 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 

令和５年度実績及び現行計画の点検・評価 

（基本方針２・３・５） 

６月 21 日（金） 第４回分科会 802 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 

令和５年度実績及び現行計画の点検・評価 

（評価欄の確認、事業計画の確認） 

８月２日（金） 第５回分科会 801 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 
次期計画の検討（理念・目標、施策体系、量の見込み） 

８月 30 日（金） 第６回分科会 801 会議室 午後２時～４時 次期計画の検討（施策検討①） 

９月 13 日（金） 第７回分科会 801 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 
次期計画の検討（施策検討②） 

10 月４日（金） 第８回分科会 801 会議室 
午後３時 30 分

～５時 30 分 
次期計画策定に向けた意見のとりまとめ 

※認可部会は別途設定 



資料６ 次期計画の重点ポイント（前回会議意見） 

 

計画全体に関する意見 

キーワード 
「こどもまんなか社会」の実現、夢と希望を持てる社会、すべての子ど

も・若者を対象に、多様な意見の反映、現行計画からの継続性 

意見 

 こども基本法が掲げる「こどもまんなか社会」の実現に期待。 

 ボール遊びができる場のルール作り、子どもの遊び場、プレーパー

ク、居場所の充実など、子ども中心の社会になっていくと良い。 

 多様性を受容できる社会、学校、地域づくりを進め、子どもたちが

夢と希望を持てる社会になってほしい。 

 子ども・若者が対象となる計画だが、特に子ども部分を焦点に、支

援の視点に寄り過ぎず、健全育成の視点を持ってほしい。 

 困難を抱える人だけではなく、すべての子ども・若者をサポートし

ていけるような視点を持ってほしい。 

 改定のプロセスに多くの方に参加してほしい。様々な意見を取り

入れてほしい。 

 現行計画で未達成の施策は、課題として引き継いでほしい。 

 計画は広範な事業が対象となるが、子ども家庭部が司令塔して取

りまとめていくことに期待。 

 

※子ども・若者を一体として捉えるため、若者に関する意見は基本方針５に分けず、基本方針１～４に割り振っていま

す。 

基本方針１ ミライを担う子どもの育成に関する意見 

キーワード 子ども・若者の参画、保育従事者の確保、子どもの居場所の充実、 

意見 

 多くの子どもが参加できるよう、子ども・若者の発達段階に応じた

意見表明の機会を作ってほしい。 

 次の分科会の委員や計画の策定にも若者が参加してほしい。 

 保育従事者の労働環境の改善、配置基準の改善を通して、幼児

教育・保育の質の向上を目指してほしい。 

 空き教室や空き家を活用するなど、子ども・若者育成支援センタ

ーを増やし、子どもの居場所を充実してほしい。 

 



基本方針２ 子どもを育む家庭への支援に関する意見 

キーワード 
妊産婦のケア、学童保育の充実、多様な保育ニーズへの対応、長時

間労働の是正、幼児教育・保育施設の活用 

意見 

 妊産婦の健康、特に精神的なケアを重視してほしい。 

 学童保育所の高学年受け入れを進めてほしい。特に長期休暇時

はニーズがあると感じている。 

 乳幼児期の保護者は孤独を感じやすい。誰でも通園制度など、気

軽に子どもを預けることができる制度に期待。 

 保護者の長時間労働の是正が必要。 

 少子化が進み、廃園する施設も出てくる。インフラとして、保育施

設の活用を進めてほしい。 

 

基本方針３ 子ども・子育てをみんなで支えるまちづくりに関する意見 

キーワード 官民連携の推進、地域での子育て支援、情報発信の強化 

意見 

 官民連携を進め、地域で子育てをしていくことが重要。 

 子育て応援企業など、事業者との連携も深めていってほしい。 

 親子どちらにとっても、地域の人との交流が支えになる。地域で子

育てを喜び合える、支え合える環境づくりが重要。 

 多世代交流、ファミサポ、地域で子育てを喜び合える、支え合える

環境づくりが重要。 

 地域の役割などを記載し、（総合経営部で取り組む）地域づくりの

観点を持って策定してほしい。 

 子供会や地域の清掃デーなど、既存の活動とも連携を。 

 子育て支援情報の周知力強化が必要。 

 様々ある子育て支援情報について、もっと周知が必要。子育て世

帯の転入者増にもつながる。 

 

  



基本方針４ 配慮が必要な子どもと家庭への支援に関する意見 

キーワード 
インクルーシブの推進、障害児支援の充実、生活困窮世帯への支

援、不登校児支援、ヤングケラー支援 

意見 

 インクルーシブ教育の一層の推進。 

 障害児と保護者の支援が必要。巡回発達相談の体制強化を。 

 障害児支援については、福祉部（障害者福祉課）とさらなる連携

強化に取り組んでほしい。 

 子ども食堂などでは、真に困っている人への支援が行えるように

なってほしい。 

 生活に困っている人ほど支援情報が届きにくいため、周知の強化

を。 

 増加する不登校児への支援が必要。 

 ヤングケアラーの支援体制を構築してほしい。 

 

 


